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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　登攀助材(11)の表面に、並行する複数の波形線材(13)の各凸部(16)の平坦部(16a)にお
いて複数の直状線材(14)が交差するように架設された格子(12)が、該波形線材(13)の各凹
部(15)の平坦な底部(15a)をその全長にわたり該登攀助材(11)と接触させて、形成されて
いることを特徴とする緑化パネル(1)。
【請求項２】
　該登攀助材(11)は、緑化対象面(4)を区分けした際に現れる小区域を覆う大きさとなっ
ている請求項１に記載の緑化パネル(1)。
【請求項３】
　該格子(12)の最上縁側(12a)及び最下縁側(12b)で該波形線材(13)は、該登攀助材(11)の
上縁(11a)及び下縁(11b)に沿って配置される請求項２に記載の緑化パネル(1)。 
【請求項４】
　該直状線材(14)は、使用される状態において鉛直方向に配置される請求項１、２又は３
に記載の緑化パネル(1)。 
【請求項５】
　該格子(12)の最上縁側(12a)及び最下縁側(12b)で該直状線材(14)は、該登攀助材(11)の
上縁(11a)及び下縁(11b)に沿って配置される請求項２に記載の緑化パネル(1)。 
【請求項６】
　登攀助材(11)の表面に複数の波形線材(13)の各凸部(16)の平坦部(16a)において相互に
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交差するように並設した格子(12)が、該波形線材(13)の各凹部(15)の平坦な底部(15a)を
その全長にわたり該登攀助材(11)と接触させて、形成されていることを特徴とする緑化パ
ネル(10)。
【請求項７】
　該登攀助材(11)は、緑化対象面(4)を区分けした際に現れる小区域を覆う大きさとなっ
ている請求項６に記載の緑化パネル(10)。
【請求項８】
　該格子(12)の最上縁側(12a)及び最下縁側(12b)で該波形線材(13)は、該登攀助材(11)の
上縁(11a)及び下縁(11b)に沿って配置される請求項７に記載の緑化パネル(10)。 
【請求項９】
　該凸部(16)の該登攀助材(11)表面からの高さ(h)は、１０～８０ｍｍである請求項１～
８のいずれか一つの項に記載の緑化パネル(1,10)。 
【請求項１０】
　該登攀助材(11)は矩形で両側縁に沿って該凸部(16)より高く立設された側板部(21)と、
該側板部(21)の全長に亘って該側板部(21)の先端から該登攀助材(11)と平行に張り出した
天板部(22)とからなる規制板(23)を備えている請求項１～９のいずれか一つの項に記載の
緑化パネル(2)。
【請求項１１】
　該登攀助材(11)は、上縁(11a)及び下縁(11b)に沿って該両規制板(23)の両天板部(22)間
に架設された化粧板(24)を備えている請求項１０に記載の緑化パネル(2)。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、のり面や建造物壁面を緑化するために使用される緑化パネルに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　のり面や建造物壁面を緑化するための手段として、特開平１１－８９４２０号公報に開
示された緑化器がある。この緑化器は、網状保護材に、吸着型蔓性植物の登攀間隔を保っ
て留金具により多孔質の登攀助材を添設したものであり、緑化対象であるのり面、壁面等
の起立面に登攀助材を対面させ、網状保護材の外面から留め具を起立面に差し込み、起立
面に留めて使用する。そして、起立面に設置後、吸着型蔓性植物を登攀間隔の下方に植栽
すれば、その吸着型蔓性植物は、生長するに従い付着根が所々に発生して登攀助材に侵入
し、その組織の一部と係合し、自身を保定しながら登攀助材に沿って網状保護材との間の
登攀間隔を登攀することになる。しかも、蔓性植物の登攀助材からの脱落も網状保護材に
よって防ぐことができるため、起立面全面を下から万遍なく緑化することができる。
【特許文献１】特開平１１－８９４２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の緑化器は、網状保護材に登攀助材を添設するために、止め具
で固定すると同時にスペーサーや留金具を用いて登攀間隔を設ける必要があり、製造や取
り付けに手間やコストがかかるという問題があった。
【０００４】
　また、上記従来の緑化器は、一体ものとしての使用が想定されているため、建築デザイ
ンに十分適用できない場合があった。
【０００５】
　更に、建築デザインに対応すべく壁面の一部のみに上記従来の緑化器を設置する場合、
蔓性植物が登攀助材から外れて緑化器の設置されていない壁面に直接付着するおそれがあ
った。蔓性植物が壁面に直接付着すると、付着根が壁面の防水性を低下させたり、維持管
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理に支障をもたらしたりするおそれがあり、好ましくない。そのため、この点からも建築
デザインに十分適用できない場合があった。
【０００６】
　そこで、本発明の第一の目的は、網状の部材に登攀助材を添設する構造が簡単で、その
製造や取り付けに手間やコストがかからない緑化パネルを提供することにある。
また、本発明の第二の目的は、様々な建築デザインに対する適用性に優れた緑化パネルを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（請求項１）本発明にかかる第一の緑化パネルは、登攀助材の表面に、並行する複数の
波形線材の各凸部の平坦部において複数の直状線材が交差するように架設された格子が、
該波形線材の各凹部の平坦な底部をその全長にわたり該登攀助材と接触させて、形成され
ている。
【０００８】
　（請求項２）該登攀助材は、緑化対象面を区分けした際に現れる小区域を覆う大きさと
なっていてもよい。
【０００９】
　（請求項３）該格子の最上縁側及び最下縁側で該波形線材は、該登攀助材の上縁及び下
縁に沿って配置されていてもよい。
【００１０】
　（請求項４）該直状線材は、使用される状態において鉛直方向に配置されてもよい。
【００１１】
　（請求項５）該格子の最上縁側及び最下縁側で該直状線材は、該登攀助材の上縁及び下
縁に沿って配置されていてもよい。
【００１２】
　（請求項６）本発明にかかる第二の緑化パネルは、登攀助材の表面に複数の波形線材の
各凸部の平坦部において相互に交差するように並設した格子が、該波形線材の各凹部の平
坦な底部をその全長にわたり該登攀助材と接触させて、形成されている。
【００１３】
　（請求項７）第二の緑化パネルにおいて、該登攀助材は、緑化対象面を区分けした際に
現れる小区域を覆う大きさとなっていてもよい。
【００１４】
　（請求項８）第二の緑化パネルにおいて、該格子の最上縁側及び最下縁側で該波形線材
は、該登攀助材の上縁及び下縁に沿って配置されていてもよい。
【００１５】
　（請求項９）第一及び第二の緑化パネルにおいて、該凸部の該登攀助材表面からの高さ
は、１０～８０ｍｍであってもよい。
【００１６】
　（請求項１０）第一及び第二の緑化パネルにおいて、該登攀助材は矩形で両側縁に沿っ
て該凸部より高く立設された側板部と、該側板部の全長に亘って該側板部の先端から該登
攀助材と平行に張り出した天板部とからなる規制板を備えていてもよい。
【００１７】
　（請求項１１）該規制板を備える場合、該登攀助材は、上縁及び下縁に沿って該両規制
板の両天板部間に架設された化粧板を備えていてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　（請求項１）本発明にかかる第一の緑化パネルでは、登攀助材の表面に、並行する複数
の波形線材の各凸部の平坦部において複数の直状線材が交差するように架設された格子が
、該波形線材の各凹部の平坦な底部をその全長にわたり該登攀助材と接触させて、形成さ
れているので、凹部をコ字状の綴じ針等で留めることにより、ヤシ殻繊維製のように非剛
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性の登攀助材と格子を容易に固定でき、スペーサーや留金具を用いることなく該登攀助材
と波形線材の各凸部の平坦部間に、蔓性植物が登攀するのに十分広い登攀間隔を形成でき
、製造や取り付けに手間やコストがかからないものとなる。
【００１９】
　（請求項６）また、本発明にかかる第二の緑化パネルでも、登攀助材の表面に、複数の
波形線材を各凸部の平坦部において相互に交差するように並設した格子が、該波形線材の
各凹部の平坦な底部をその全長にわたって該登攀助材と接触させて、形成されているので
、凹部をコ字状の綴じ針等で留めることにより、登攀助材と格子を容易に固定できる。更
に、波形線材の凸部が登攀間隔を形成する点も同様である。従って、第一の緑化パネルと
同様、スペーサーや留金具を用いることなく登攀間隔を設けながら格子を登攀助材に容易
に固定することができ、製造や取り付けに手間やコストがかからないものとなる。更に、
登攀助材と格子の接する部分が増えるため、登攀助材がヤシ殻などの軟質な素材で形成さ
れている場合には、格子を登攀助材の支持用部材として機能させることにより、登攀助材
を起立させることができる。
【００２０】
　（請求項２、７）第一及び第二の緑化パネルの登攀助材が、緑化対象面を区分けした際
に現れる小区域を覆う大きさのものであれば、登攀助材全体の大きさや輪郭を緑化対象面
と同一に成形することなく、所定の同一寸法のものを並べて取り付けるだけで緑化対象面
を覆うことができる。従って、緑化対象面の形状が複雑な場合にも採用でき、様々な建築
デザインに適用することができる。
【００２１】
　（請求項３、８）第一の緑化パネルにおいては格子の最上縁側及び最下縁側の波形線材
又は直状線材を、第二の緑化パネルにおいては格子の最上縁側及び最下縁側の波形線材を
、登攀助材の上縁及び下縁に沿って配置すれば、上下に隣接する緑化パネル同士をこれら
線材を結び着けることにより連結できる。そのため、材質の問題等で緑化パネルを直接取
り付けることができない緑化対象面上の位置において、隣接する緑化パネルを利用し相互
に固定できる。
【００２２】
　（請求項４）第一の緑化パネルの直状線材が、使用される状態において鉛直方向に配置
されれば、登攀間隔が上下方向に途切れることなく一連となり、巻き蔓性の樹種も利用す
ることができる。そのため、吸着型蔓性植物と巻き蔓型蔓性植物を併用した建築デザイン
にも適用することが可能となる。
【００２３】
　（請求項９） 第一及び第二の緑化パネルの凸部の登攀助材表面からの高さが、１０～
８０ｍｍであれば、特に好適な登攀間隔を形成することができる。
【００２４】
　（請求項１０） 第一及び第二の緑化パネルの登攀助材が矩形で両側縁に沿って該凸部
より高く立設された側板部と、該側板部の全長に亘って該側板部の先端から該登攀助材と
平行に張り出した天板部とからなる規制板を備えたものであれば、緑化対象面の一部のみ
を覆った場合でも、蔓性植物が登攀助材から外れて緑化対象面に直接付着することがない
。蔓性植物の蔓は、障害物に遭遇するとその障害物に沿って生長するという性質を有する
ため、登攀助材から外れようとした場合には規制板に沿って伸びるからである。従って、
緑化対象面の一部のみの緑化を望む場合等にも採用でき、様々な建築デザインに対する適
用性を更に高めることができる。
【００２５】
　（請求項１１） 第一及び第二の緑化パネルの登攀助材が、上縁及び下縁に沿って前記
両規制板に架設された化粧板を備えたものであれば、規制板と化粧板で構成されるフレー
ムで縁取られた外観とすることができる。しかも、上縁及び下縁の化粧板は両規制板に架
設されており、登攀助材と化粧板間に間隔を有しているため、蔓性植物の上方向への生長
を妨げることがない。従って、蔓性植物の生長を妨げることなく、フレームを設けること
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が必要となる建築デザインに適用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　（請求項１） 図１～３に、本発明にかかる第一の緑化パネルの具体例を示す。図１（
ａ）は同緑化パネルの斜視図、図１（ｂ）は下縁側から見た正面図である。図２は緑化対
象面に取り付けられた状態を示す斜視図である。図３は成形された同緑化パネルが緑化対
象面を構成する柱に取り付けられた状態を示す斜視図である。
【００２７】
　緑化パネル１は、登攀助材１１の表面に、並行する複数の波形線材１３の各凸部１６の
平坦部１６ａにおいて複数の直状線材１４が交差するように架設された格子１２が、波形
線材１３の各凹部１５の平坦な底部１５ａをその全長にわたり登攀助材１１と接触させて
、形成されている。また、登攀助材１１はヤシ殻で形成されている。
【００２８】
　この緑化パネル１では、登攀助材１１の表面に設けられた格子１２が波形線材１３と直
状線材１４とで形成され、波形線材１３の平坦な底部１５ａが登攀助材１１に接する状態
で並設されているので、底部１５ａをコ字状の綴じ針等で留めることにより、登攀助材１
１と格子１２を容易に固定できる。
　緑化パネル１を折り曲げる必要がある場合、その凹部１５の平坦な底部１５ａを、例え
ば図１の破線部Ｆで折り曲げて、図３に示すような柱５に適合する形状に自在に成形する
ことができる。そのため、様々な建築デザインに対する適用性が向上する。
　一方、登攀助材１１に固定された波形線材１３の凸部１６は平坦部１６ａにより登攀助
材１１との間に蔓性植物の生長に支障のない十分な登攀間隔を形成する。従って、スペー
サーや留金具を用いることなく登攀間隔を設けながら格子１２を登攀助材１１に容易に固
定することができ、製造や取り付けに手間やコストがかからないものとなる。
【００２９】
　（請求項２、７） 登攀助材１１は、緑化対象面４を区分けした際に現れる小区域を覆
う大きさとなっている。
　こうすると、登攀助材１１全体の大きさや輪郭を緑化対象面４と同一に成形することな
く、所定の同一寸法のものを並べて取り付けるだけで緑化対象面４を覆うことができる。
従って、緑化対象面４の形状が複雑な場合にも採用でき、様々な建築デザインに適用する
ことができる。
　なお、登攀助材１１は、製造や取り付けの便宜を考慮し約１メートル四方の正方形とな
っているが、製造や施工の事情等に応じその他の形状、寸法としてもよい。
【００３０】
　（請求項３、８） 格子１２の最上縁側１２ａの波形線材１３ａ及び最下縁側１２ｂの
波形線材１３ｂは、登攀助材１１の上縁１１ａ及び下縁１１ｂに沿って配置されている。
　こうすると、上下に隣接する緑化パネル１同士をこれら波形線材１３ａ、１３ｂを結び
着けることにより連結できる。そのため、材質の問題等で緑化パネル１を直接取り付ける
ことができない緑化対象面４上の位置において、隣接する緑化パネル１を利用し相互に固
定できる。
　なお、緑化パネル１は、緑化対象面４における適当な位置で、登攀助材１１を貫き緑化
対象面４に突き刺したタッピングビスで固定されている。ただし、緑化パネル１に比べて
小さいため、図２においてその図示は省略されている。
【００３１】
　（請求項４） 直状線材１４は、図２に示す使用状態において、鉛直方向に配置されて
いる。
こうすると、登攀間隔が上下方向に途切れることなく一連となり、巻き蔓性の樹種も利用
することができる。そのため、吸着型蔓性植物と巻き蔓型蔓性植物を併用した建築デザイ
ンにも適用することが可能となる。
【００３２】
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　（請求項５） なお、使用状況に応じて、直状線材１４を水平方向に配置してもよい。
その場合、格子１２の最上縁側１２ａ及び最下縁側１２ｂの直状線材１４を、登攀助材１
１の上縁１１ａ及び下縁１１ｂに沿って配置する。
　こうすると、これら直状線材１４同士を結び着けることにより上下に隣接する緑化パネ
ル１を連結できるようになる。
【００３３】
　（請求項９） 凸部１６の登攀助材１１表面からの高さは、１０～８０ｍｍとなってい
る。
　こうすると、特に好適な登攀間隔を形成することができる。 
【００３４】
　図４に、本発明にかかる第一の緑化パネルの他の具体例を示す。図４は同緑化パネルが
緑化対象面に取り付けられた状態を示す斜視図である。なお、図４において、図１～３と
実質的に同じ部分には同符号を付し、その説明は省略する。
【００３５】
　（請求項１０）緑化パネル２は、緑化パネル１に規制板２３を備えたものである。規制
板２３は、登攀助材１１の両側縁に沿って凸部１６より高く立設された側板部２１と、側
板部２１の全長に亘ってこの側板部２１の先端から登攀助材１１と平行に張り出した天板
部２２とからなっている。
【００３６】
　この緑化パネル２によれば、蔓性植物の蔓は、障害物に遭遇するとその障害物に沿って
生長するという性質を有するため、登攀助材から外れようとした場合には規制板２３に沿
って伸びることになる。そのため、緑化対象面４の一部のみを覆った場合でも、蔓性植物
が登攀助材１１から外れて緑化対象面４に直接付着することがなく、緑化対象面４の一部
のみを緑化させる建築デザインに対する適用性を更に高めることができる。
【００３７】
　（請求項１１） 登攀助材１１は、上縁１１ａ及び下縁１１ｂに沿って、両規制板２３
、２３の両天板部２２、２２間に架設された化粧板２４を備えている。
　こうすると、規制板２３と化粧板２４で構成されるフレームで縁取られた外観とするこ
とができる。しかも、上縁及び下縁の化粧板２４は両規制板２３、２３に架設されており
、登攀助材１１に対する間隔を有しているため、蔓性植物の上方向への生長を妨げること
がない。従って、蔓性植物の生長を妨げることなく、フレームを設けることが必要となる
建築デザインに適用することができる。
【００３８】
　（請求項６） 図５は、本発明にかかる第二の緑化パネルの具体例を示す斜視図である
。緑化パネル１０は、緑化パネル１における直状線材１４を波形線材１３に代えて、格子
１２を波形線材１３のみで形成したものである。その他の点においては緑化パネル１と同
様であるため、それら同様の部分には同符号を付しその説明を省略する。
　この緑化パネル１０によれば、緑化パネル１と同様、スペーサーや留金具を用いること
なく登攀間隔を設けながら格子１２を登攀助材１１に容易に固定することができ、製造や
取り付けに手間やコストがかからないものとなる。更に、登攀助材１１と格子１２の接す
る部分が増えるため、登攀助材１１がヤシ殻などの軟質な素材で形成されている場合には
、格子１２を登攀助材１１の支持用部材として機能させることにより、登攀助材１１を起
立させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明にかかる第一の緑化パネルの具体例を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は下
縁側から見た正面図である。
【図２】同緑化パネルが緑化対象面に取り付けられた状態を示す斜視図である。
【図３】成形された同緑化パネルが緑化対象面を構成する柱に取り付けられた状態を示す
斜視図である。



(7) JP 4492861 B2 2010.6.30

10

20

【図４】本発明にかかる第一の緑化パネルの他の具体例を示し、同緑化パネルが緑化対象
面に取り付けられた状態を示す斜視図である。
【図５】本発明にかかる第二の緑化パネルの具体例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４０】
１、２、１０    緑化パネル 
４              緑化対象面
５              柱
１１            登攀助材
１１ａ          上縁
１１ｂ          下縁
１２            格子
１２ａ          最上縁側
１２ｂ          最下縁側
１３            波形線材
１４            直状線材
１５            凹部
１５ａ          底部
１６            凸部
２１            側板部
２２            天板部
２３            規制板
２４            化粧板

【図１】 【図２】
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